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基幹統計調査 一般統計調査

月次調査 家計調査
 調査対象数
・ 二人以上の世帯：約8,000世帯
・ 単身世帯：約1,000世帯
 家計上の日々の収入及び支出、年間

収入、貯蓄現在高、借入金残高等を
把握

家計消費状況調査
 調査対象数

・ 二人以上の世帯：約27,000世帯
・ 単身世帯：約3,000世帯

 高額商品等特定の品目及びインター
ネットを用いた購入金額について把握

家計消費単身モニター調査
 調査対象数

約2,400世帯（単身世帯のみ）
（民間調査機関のモニター登録者から

世帯を抽出）
 家計調査と同様の調査事項

周期調査
（５年）

全国消費実態調査
 調査対象数
・ 二人以上の世帯：約51,700世帯
・ 単身世帯：約4,700世帯
 家計上の収入と支出に関する事項につ

いて詳細に把握するとともに、品物の購
入地域、購入先等も把握

全国単身世帯収支実態調査
 調査対象数

約2,000世帯（単身世帯のみ）
（民間調査機関のモニター登録者から

世帯を抽出）
 全国消費実態調査と同様の調査事項

（注）いずれも総務省統計局が実施



国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的として、昭和21年７月から毎月調査として実施

調査対象
選定方法

調
査
方
法

 総務省 ‐ 都道府県 ‐ 指導員 ‐ 調査員 ‐ 報告者
 ①家計簿、②年間収入調査票、③貯蓄等調査票

自計方式：調査員による配布・回収
（平成30年１月調査からオンライン家計簿を順次導入）

 ④世帯票、準調査世帯票
他計方式：調査員が聞き取り、調査票を作成

公
表
時
期
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調査の目的等

調査の概要

◆報告者数：約9,000世帯 (二人以上の世帯：約8,000世帯、単身世帯：約1,000世帯)
◆選定の方法：層化３段無作為抽出法（第1段：市町村、2段：調査単位区、3段：世帯）

・ 二人以上の世帯：調査対象世帯は毎月６分の１ずつ、調査単位区は毎月12分の１ずつ交替
・ 単身世帯 ：調査対象世帯は毎月３分の１ずつ、調査単位区は毎月６分の１ずつ交替

 家計収支編
・ 二人以上の世帯：調査月の翌月末
・ 単身世帯及び総世帯：四半期ごとに調査最終月の翌々月

 貯蓄・負債編：四半期ごとに調査最終月の４か月後

調
査
事
項

①家計簿（二人以上の世帯用、単身世帯用）
毎月の収入及び支出に関する事項

②年間収入調査票
年間収入に関する事項

③貯蓄等調査票
貯蓄現在高及び借入金残高等に関する事項

（二人以上の世帯のみ）
④世帯票、準調査世帯票

世帯、世帯員及び住居に関する事項
調
査
期
間

 二人以上の世帯：６か月間
 単身世帯：３か月間

調査実施機関 総務省統計局統計調査部消費統計課



① 消費者物価指数（ＣＰＩ）におけるウエイトの算定

② 四半期別ＧＤＰ速報（ＱＥ）の基礎データ

二次統計への利用

③ 基礎年金額、生活保護基準など社会保障政策の検討の基礎資料

④ 給与所得者の家計における必要経費の試算など、各種税制の検討資料

⑤ 月例経済報告等における利用

その他の行政利用
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本調査については、結果の速報性等から幅広い利活用がある一方、
統計利用者からは、月次統計の振れが大きいとの指摘

・本調査は、家計消費の実態把握というミクロの把握が本来の目的
・景気指標としてはビッグデータ等を含む新たな指標の開発が必要

（統計法施行状況に関する審議結果報告書・平成28年３月）

各種調査結果等を利用した新たな経済指標（消費動向指数）を開発

平成30年１月分から、消費動向指数と家計消費に関する各種調査結果を一体的に公表予定

・「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」（総務大臣主宰）
（平成28年９月～29年３月）

・家計調査の変更に係る統計委員会における審議（平成28年10月～29年１月）
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調査翌月末 二週間後

※ 2､5､8､11月のみ

※ 単身・総世帯を含む
四半期結果も同時公表

両調査の結果を合成し安定的に把握

合成

現

行

変

更

案

一週間後

家計消費状況調査
二人以上の世帯

月次結果
※ 単身・総世帯を含む。
四半期結果も同時公表

調査翌々月上旬

家計調査
二人以上の世帯

月次結果

家計消費状況調査
二人以上の世帯

月次結果

単身モニター調査
月次結果

新規

消費動向指数
マクロ・ミクロ
月次結果

新規

【変更の適用時期】
平成30年１月調査結果から

拡充

家計調査
二人以上の世帯

月次結果

家計調査
単身・総世帯を含む

四半期結果

家計消費指数
二人以上の世帯

月次結果

※ 単身・総世帯を含む。
四半期結果も同時公表

※ 単身・総世帯を含む
四半期結果も同時公表

※ 単身・二人以上・総世帯月次公表
※ 四半期結果も同時公表



 変更によるメリット、効果等

 変更に向けたユーザーへの周知、反応等

 今後の取組予定・方針（更なる見直しの可能性等）
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